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号

１ ３ ０ １
-

分類番列。＿
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否

項第

１
-

-

農林水
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課 長

官房長
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ｎ

総 務 課 長 １ ， ｊ

お な 回 Ｊ Ｉ 鏃 ヅ

獅 ゃ 伊 生 課 長 り
国際衛生対策室長

国内防疫調整官「

冷

副大臣 副大臣 政務官

防疫企画班

い て

大 臣

事務次官

家畜衛生部会長

消費・安全局長
-
梅 田 審 議 官

起案者 伴 （ 内 線 ㎜ ）

保存期間

条第

：ｔｌｉｌＦＪＩ担討（大巨富ｊ？ｊ２ｉモヌフ筋餓）

ぐ特

：タ：書管豺豺

食料’農業゜農村政策審議会家畜衛生部会第１、・も回牛豚等疾病小委員会‘７）開催にっ

平 成 ２ ２ 年 度 食 農 審 第

旦し一年 -゛ ‘ ’ づ 「ｒｌ
平 成 心 年 千 月 叩 日

平成：２之竿‘月之ｊ．日

平 成 姐 年 う 月 妁 日

‘ＩＳ
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伺 い ∧

標記の件について、下記のとおり開催することとし、案により関係者あてに通知し

て よ ろ し い か 。 十

記

１ 日 時 ： 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 ２ ８ 日 （ 水 ） １ ０

２ 場

ｌ
ｌ ００～１２：００（予定）

所：東京都千代田区霞が関１-２-１

農林水産省本省消費・安全局共用第１６号会議室（本館７階）

連絡先０３ -３５０２ -８２９２（消費・安全局動物衛生課直通）

３予定議題：（１）宮崎県におけるロ蹄疫の発生状況について

（ ２ ） 今 後 の 対 応 に つ い て 二

（３）その他



（参考）

支出予定項目

／（項）農林水産本省・波縫

（目）委員等旅費７名分わ４５＝！，いクｄ円（確認中）

（岡部、田原、寺門、明石、今田、津田、佐藤）

日帰り７名（岡部、田原、寺門、明石、今田、ｙタｉ￥フ阪津田）

皿
／ 刮 今 ｊ リ ｒ 拓 ， 蜻 ／ や 勺 ｓ み い ゛ り ＠ ぽ 、 ｘ ｚ ・ ． -

（ 目 ） 庁 費 ／

・：冷㈲ズ１幌抑ｔいかに潟腫ｌｔｌＡ，；とり行い／
｀ ／

ゝ

ゝ Ｖ

ｙ

●
ｆ ｆ

‘ＩＳ
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別 紙 委 員 あ て

（イ牛` 名）

案

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会長

番 号
年月日

時 下 ま す ま す 御 清 栄 の こ と と 御 拝 察 申 し 上 げ ま す ・ ’ １
さて、この度、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会第１沓回牛豚等疾病小委員会

を下記のとおり開催いたしますので、御多用中のところ誠に恐縮ですが、御出席いただき
ますよう御案内申し上げます。

１ 日

２ 場

記

時 ： 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 ２ ８ 日 （ 水 ） １ ０ ： ０ ０ ～ １ ２ ： ０ ０ （ 予 定 ）

所：東京都千代田区霞が関１-２-１
農林水産省本省消費コ＝；ｇ弓：変局共用第１６号会議室（本館７階）
連絡先０３ -３５０２ -８２９２
ニ（消費・安全局動物衛生課直通）

３予定議題：（１）宮崎剔こおける口蹄疫の発生状況について
（２）今後の対応について
（` ３・）その他



【臨時

○

． ・ ４ - 、 、 ． ． ・ 々 ． ． - -

【専門

食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会
。牛豚等疾病小委員会委員

国立感染症研究所感染症情報センター長
（社）鹿児島県家畜畜産物衛生指導協会事務局長
共立製薬㈱取締役先端技術開発センター長

（別紙）

（国）東京大学大学院農学生命科学研究科教授
（独）農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所

動物疾病対策センター長
（国）東北大学大学院農学研究科応用生命科学専攻教授
（株）微生物化学研究所研究開発部長
（独）農業・食品産業技術総合研究機構

動物衛生研究所企画管理部長

（五十音順、敬称略、○：委員長）

‘ Ｓ
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啼考行）

○
喰
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法

第
一
』
早
総
則
（
略
）

第
二
章
基
本
的
政
策
（
略
）

第
三
章
行
政
機
関
及
び
団
体
（
略
）

第
四
章
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会

（
設
置
）

第
三
十
九
条

一
（
権
限
）
’

（
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
法
律
第
百
六
毎
）

農
林
水
産
省
に
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
．
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

第
四
十
条
審
議
会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
ほ
か
、
農
林
水
産
大
臣
又
は

関
係
各
大
臣
の
諮
間
に
応
じ
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

２３
。 、 、 四 原 和 八 法 法
昭 十 料 三 十 審

議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
農
林
水
産
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
・

審
議
会
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
、
家
畜
改
良
増
殖

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
、
飼
料
需
給
安
定

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
六
号
）
、
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

二
号
）
、
果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
、
畜
産
物
の
価
格
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭

十
六
年
ぼ
律
第
百
八
十
一
・
写
）
∇
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
ず
る
法
゛
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
、
加
工

乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措
置
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
十
二
号
）
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
、
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
、
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法

和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
、
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
‘
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
、
主
要
食
糧
の
需
給
及

ｒ`
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び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
ず
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
尋
）
、
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
Ａ

年
法
律
第
八
十
八
号
）
及
び
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
二
号
）
・
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限

に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

（

組

織

）

、

第
四
十
一
条
審
議
会
は
、
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２３４

委
員
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
学
匯
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

委

員

は

、

非

常

勤

と

す

る

。

＼

第
’
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
職
員
で
分
令
で
定
め
る
も
の
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

（

資

料

の

提

出

等

の

要

求

）

ぃ

第
四
十
二
条
審
議
会
は
、
七
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
貿
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、

資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
規
定
）

第
四
十
三
条

め
る
。

（
以
下
略
）

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
’



○
食
料
・
農
業
ふ
辰
村
政
策
審
議
会
令

（
平
成
十
二
年
六
月
七
日
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）

内
閣
は
ヽ
食
料
‘
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
疹
律
第
百
六
号
）
第
四
十
一
条
第
四
項
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
一
条
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
。
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
食
料
・
農
業
‘
農
村
基
本
法
第
四
十
条
に
規
定

す
る
も
の
の
ほ
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
第
五
項
及

び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
１
　
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権

限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。

（組織）

第
二
条
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
べ
こ
と
が
で
き
右
。

２
・
審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
任
命
）

第
三
条
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
。
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

２
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
仁
関
　
１
　
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
四
条
’
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
穆
任
期
間
と
｀
す
る
。

２
１
　
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
臨
時
委
員
は
、
そ
の
１
　
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す

る

。

・

・

４
　
専
門
委
員
ぼ
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
ざ
れ
る
も
の
と
す
る
。

ｒ゛
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５
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
‘

（会長）

第
五
条
審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（部会）

第
六
条
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
１
　
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

４
部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
｀
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者

が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６
・
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
、
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
’
が
で
き
る
。

（幹事）

第
七
条
審
議
会
に
、
幹
事
を
置
く
。

２
幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
任
命
す
る
。

３
幹
事
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
職
に
つ
い
て
’
、
委
員
を
補
佐
す
る
。

４
幹
事
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（

議

事

）

上

第
八
粂
。
審
議
会
は
ヽ
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
緬
時
委
員
の
三
分
句
一
以
１
　

が
出
席
し
な
け
れ
ば
ぐ
会
議
を
開
き
、
置
決
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
薗
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
し
た
も
の
の
珠
半
数
で
決
し
、
可
否
同
魏
の
と

・

き

は

、

会

長

の

決

す

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

‥

Ｉ
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３
前
二
項
の
規
定
は
、
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。

（庶務）

■

″

Ｉ

寸

第
九
条
審
議
会
の
庶
務
は
、
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
企
画
評
価
課
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
食
品
安
全
部
企
画
情
報
課

及
び
国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局
地
方
整
備
課
の
協
力
を
得
て
処
理
す
る
。

（雑則）

第
十
条
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮

っ
て
定
め
る
。

£ - ． ． ・ 、 、 ・

ｒ`

ｒ`



‘` Ｓ

○
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
に
お
け
る
部
会
の
設
置
に
つ
い
て

＜

万

「
平

成

食
料
・
農 十
業 九 ‘

農 年
七
月
十
二
日

村
政
策
審
議
会
決
定
Ｘ 、 ＿ ＿ ノ

第
一
条
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
‘
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
部
会
を
置
き
、
こ
れ

。
ら
の
部
会
の
所
掌
事
務
は
、
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

名
称

Ｉ企画部会

食品産業部

会食
糧
部
会

家畜衛生部

会̶果樹部会
甘̶味資源部

会１畜産部会

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法

事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

所

掌

事

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）

務

＼

の
規
定
化
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
‘
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
、

食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
及
び
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
・
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
．

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
．
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ

た

事

項

を

処

理

す

る

こ

と

ｏ

’

．

゛

果
樹
農
業
振
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら

れ

た

事

項

を

処

理

す

る

こ

と

．

．

ニ

砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権

限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
．
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
．

’
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
、
飼
料
需
給
安
定
法
‘
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百



農
業
共
済
部

会農
業
農
村
振

興
整
備
部
会

五
十
六
号
）
、
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
、
畜
産
物

の
価
格
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
、
加
工
原
料
乳
生
産
者
補
給
金
等
暫
定
措

置
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
十
二
号
）
及
び
内
用
子
牛
生
産
案
定
等
特
別
措
置
法
（
叩
和
六
十
三
年
法
律
第
九

十
八
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の
。

一
農
作
物
共
済
、
家
畜
共
済
、
果
樹
共
済
、
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
の
共
済
掛
金
標
準
率
等
の
算
定

方
式
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二
家
畜
共
済
に
係
る
診
療
点
数
及
び
薬
価
基
準
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
ゝ
と
。

Ｔ
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
、
及
び
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
肛
審
議
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

二
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
。
、

ア
国
際
か
ん
が
い
排
水
委
員
会
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。
　

卜

イ
か
ん
が
い
排
水
の
改
良
発
達
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。
・

第
二
条
部
会
の
議
決
は
、
審
議
会
の
議
決
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
部
会
の
議
決
に
関
し
他
の
部
会
と
の
調
整
を
要
す
る
と
き
又

は
部
会
の
議
決
が
食
料
、
農
業
及
び
農
村
に
関
す
る
総
。
合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
に
係
る
重
要
な
ぶ
の
で
審
議
会
に
お
い
て
審

議
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２
会
長
は
、
部
会
の
議
決
が
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
比
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
部
会
長
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

３
会
長
は
、
’
前
項
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
す
る
部
会
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
部
会
の
庶
務
は
、
’
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
課
に
お
い
て
処
理
す
る
．

丿

部

会

ｖ

Ｉ

．

．

．

、

．

．

課

ノ

″

企画部会

̶食品産業部会

食糧部会

ｗ 〃 一 四 ● ・ ａ ｌ

大
臣
官
房
企
画
評
価
課
）
一

総
合
食
料
局
食
料
企
課

総
合
食
料
局
食
糧
部
計
暇
課

Ｘふ

″Ｅ

ｒ`
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嶺
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知
扱
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ノ

惑賦・鋤ｇ１休恥晶篆；ＩＳＲ鞍朗話
眠
却
接
収
，

佃
側

席
廠

部
程

々
獣

≒
＝

≠
吉
瑞
能
接
収

則
傾
向
阿
！
扉
ｉ
Ｋ
蝉
ノ

４心肺側撮郊
佃
恰
ル
剛
肩
ｎ
ｉ
ｆ
湊
厨
盲
僧
服
獣
ニ

織
裾
池
坊
振
邨

吻
昶

侭
眼

盛
縦

’
。

。
。

，
・

，
．

＝
こ

，
ニ

・
-
＜

’

鵬
擦
槌
Ｋ
匈
渕
賦
側
胆
振
邨
病
友
嘱
臓
睨
く
日
割
ｉ
ｔ
§
恥
旅
店
医
盛
ｙ
Ｊ
∧

｀
、
。
。
＿
-
ノ
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○

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
運
営
内
規

平
成

行

’

第
一
条
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
（
以
下
「
部
会
」

業 十

九

年

八

月

二

十

四

日

農
村
攻
１
　
審
議
会
家
畜
衛
生
部
会
決
定
〕

と
い
う
。
）
の
運
営
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策

審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
及
び
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
議
事
規
則
（
以
下
「
議
事
規
則
」
と

い
う
。
）
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
内
規
に
よ
っ
て
行
う
。
。

２
部
会
の
運
営
に
関
し
こ
の
規
定
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
部
会
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
’

第
二
条
議
事
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
部
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
小
委
員
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
小
委
員
会
の
所
掌

事
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

‾ - プ

リ
オ
ン「
病
小
委
員
会

’ ‥ 家

き
ん
疾
病
小
委
員
会

牛
豚
等
疾
病
小
委
員‘・会

名

称

- 一一

プ 議 家
リ す 畜
オ る 衛
ン こ 生
射 と 部
に ゜ 会
係 の
る 所
専 掌
門 事
的 務｀ の
技 う
術 ち
的 ｀
な プ
幼 り
言 オ
を ン
行 病
う に
こ 係
と る゜ 専

門
的

ご 技
術
的
な
事
項
を
調
査

- --

家 案 家
き 議 畜
ん す 衛
の る 生
疾 こ 部
病 と 会
に ゜ の
係 所
る 掌
専 事
門 務
的 の｀ う
技 ・ ち
術 ｀
的 家
な き
助 ん
言 の
を 疾
行 病
う に
こ 係
と る゜ 専

門
的

技
術
的
な
事
項
を
調

一 --

牛 審 家
豚 議 畜
等 す 衛
の る 生
疾 こ 部
病 と 会
に ゜ の
係 所
る 掌
専 事
門 務
的 の｀、う
技 ち
術 ｀
的 牛
な 豚
肋 等
言 の
を 疾
行 病
う に
こ 係
と る゜ 専

門
的

技
術
的
な
事
項
を

ｊ 調

所

掌

事

務

第一 - -

一
条
小
委
員
会
の
会
議
は
、
部
会
長
が
招
集
す
る
。

ｒ ゛

戸Ｉ゙


